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はじめに 

 

観光産業企業年金基金は、観光産業で働く人々の夢を未来に繋ぐ企業年金として、加入員等

やその遺族の生活の安定と向上を図ることを目的として設立しました。 

－平成 27年 10月 1日 厚生労働大臣認可 関基 015783号－ 

 

企業年金とは、企業が独自で年金制度を運営し年金を支給していく制度です。 

日本の年金制度を建物に比喩すると、日本に居住する人が加入する1階部分の国民年金と、

雇用者が加入する 2 階部分の厚生年金保険があります。観光産業企業年金基金に加入され

る皆さまは、3 階部分の企業年金にあたります。 

将来、国の年金制度から、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」が受けられ、観光産業企業年

金基金から「老齢年金」を受けることができます。 

 

 

 観光産業企業年金基金の概要 

 

１． 基金に加入できる会社等 

一般社団法人日本旅行業協会の会員等 

一般社団法人全国旅行業協会の会員等 

上記の会員以外の観光産業に関連のある会社等 

 

２． 基金に加入できる方 

基金に加入できる方は、上記１．の会社に勤務する厚生年金保険に加入している 

65歳未満の方です。（勤務する会社の就業規則に基づく） 

 

３． 基金の給付体系の特徴 

 確定給付年金制度 

将来の年金額が想定可能な企業年金制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息(累計)
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 キャッシュ・バランス･プラン 

経済(金利)の状況に応じて、加入中の積立額や受給中の年金額が変動する「キ

ャッシュ・バランス･プラン」です。給付原資や年金額には一定の最低保証(1％)

があるため、将来の給付額は保証されます。 

また、インフレによる年金の目減りが緩和されます。 

 

 キャッシュ・バランス･プランによる積立額・年金額の計算 

・加入中の積立累計額は国債利回りに連動して決定 

・仮想個人勘定残高に加算する利息を計算する率や、金額を計算する際の給付 

利率が指標利率に連動 

・指標利率に用いるのは 10年国債の応募者利回りで、過去 5年間に発行され

た国債利回りの 5年(暦年)平均値を指標金利として、翌年の 6月 1日に改定 

 

 指標利率の決め方 

 
 利息計算に用いる利率 

時期 利率 指標金利 改定時期 

加入期間 

(暦年単位) 

上限 4.0% 

下限 1.0% 

10 年国債の応募者利回り

(暦年)の過去 5 年間の平

均値を使用 

翌年 4月 1日に 

付利率を改定 

 

 掛金について 

標準給与月額の 98,000円から 620,000円までの 30等級区分 

標準掛金 1000分の 12  事務費掛金 1000の 3 

【例】標準給与月額 300,000円の加入員の場合 

標準掛金  3,600円 (12/1000)  

事務費掛金  900円（ 3/1000） 

掛金合計  4,500円（15/1000）全額会社負担 

 

 

４． 仮想個人勘定残高のご説明 

毎月、標準報酬月額に 1.176%を乗じて得た額に、過去 5年間に発行された 10年

国債の応募者利回りの平均値（下限 1.0％、上限 4.0％）を乗じた額を加算した額で

す。 

<例>

10年国債　基準日前各5年間の平均 2015年4月から1年間の指標金利

2010/1　　・　　2011　　・　　2012　　・　　2013　　・　2014/12
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５． 観光産業企業年金基金の給付の種類 

 老齢年金 

当基金の加入員期間が 1 年以上 10 年未満で退職した方は、脱退一時金が

支給されます。 

当基金の加入員期間が 10年以上で退職した方が、脱退一時金を選択した場

合は、老齢年金ではなく、脱退一時金が支給されます。 

 

＊脱退一時金の額 

脱退一時金の額は、退職時の「仮想個人勘定残高」になります。 

 

 老齢年金 

当基金の加入期間が 10 年以上ある方が、65 歳(既に退職されている方は

60歳)に達したときは、その方の請求により老齢年金が受給できます。 

 

①老齢年金の受取期間 

老齢年金の額は、年金支給開始時における仮想個人勘定残高を、請求者自身

が選択した受取期間(10 年間・15 年間・20 年間）に応じて定められた率

(年金原価率【別表】)で除した額です。 

 

「10年確定年金」・・・ 9.495(予定利率 1.0％の原価率) 

「15年確定年金」・・・13.900(予定利率 1.0％の原価率) 

「20年確定年金」・・・18.091(予定利率 1.0％の原価率) 

 

②老齢年金の年金額の改定 

年金額の改定に使用する利率は、毎年、過去 5 年間に発行された国債利回

りの5年間(暦年)平均値を指標金利として、翌年の6月1日に改定します。

(下限 1％、上限 4%) 

 

※老齢年金は、年金か一時金のどちらかを選択して請求できます。 

老齢年金の支給を受けた後でも、受け取り開始から 5 年以内に下記の事

由が発生した場合は、残りの年金額を一時金として請求することもでき

ます。 

 (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、 

風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその 

他の財産について著しい損害を受けたこと 

 (2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること 

 (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと 

 (4)その他、前記の状態に準ずる事情 
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③年金の支払日及び支払回数 

老齢年金の支払日は次の表の区分により、それぞれの支払日にその前月分

までを支給します。 

金額 支払月 期間 

12万円以上 6月 1日 

12月 1日 

前年 12月分から当年 5月分 

当年 6月分から当年 11月分 

12万円未満 6月 1日 前年 6月分から当年 5月分まで 

※支払日が、土･日･祝日の場合は、翌営業日の支給になります。 

 遺族一時金 

・遺族一時金は、当基金の加入期間が 1月以上の方が死亡した場合は、 

遺族に死亡時点の仮想個人勘定残高が遺族一時金として支給されます。 

(短期加入者が死亡されて 3万円に満たない場合は 3万円の最低保障) 

既に退職し、老齢年金を受けている方が死亡した場合は、選択した年金の

支給期間の未支給期間に応じて遺族一時金が支給されます。 

・脱退一時金、老齢年金の請求をされていない方が死亡した場合は、退職時 

の仮想個人勘定残高が遺族一時金として支払われます。 

 

*遺族一時金を請求できる遺族 

 第 1順位 配偶者(事実上婚姻関係の者を含む) 

 第 2順位 子又は父母 

 

 

６．年金給付等に必要な費用(掛金) 

 標準掛金 

標準掛金は、老齢年金・脱退一時金・遺族一時金の支払い事業の費用として、

事業主(会社)が全額負担して毎月納めます。 

標準掛金の額は、全社員の標準給与総額に 1,000分の 12を乗じた額です。 

 

＊ 掛金は標準給与月額の 98,000円から 620,000円までの 30等級区分 

<例> 標準給与月額 280,000円の加入員の場合 

   会社負担掛金 4,200円 

(標準掛金 280,000円×12/1,000=3,360円) 

 

 

７．年金積立金の運用 

年金積立金の運用に関する「基本方針」及び「運用管理規程」を基金の代議員会で

決定し、この基本方針に沿って運用を行っています。 
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８．基金積立金の運用先 

 年金積立金の運用委託先は、確定給付企業年金法の規定に基づき、信託銀行と 

年金信託契約を、生命保険相互会社と生命保険契約を、投資顧問会社と投資一

 任契約（運用指図のみで資産管理は信託銀行が行う）を締結しています。 

  

 当基金は、証券会社等を通じて、金融市場において直接売買を行うための厚生労

 働大臣の認可を取得していませんので自家運用は実施いたしません。 

 

 

９．年金財政の財政検証 

毎年度の決算（3月 31日）時に年金積立金の額が、年金・一時金の支払額（責任

準備金の額）に見合うように積み立てられているか検証を行います。 

 

この検証の結果、年金積立金の額が、責任準備金の額から許容繰越不足金の額を控

除した額を下回る場合には、当該年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計

算することとしています。 

また、年金積立金の額が、この基金を解散すると仮定した場合に、解散時点の加入

員、年金受給権者及び一時金受給権者に支払わなければならない給付金の額（最低

準備金）を下回る場合には、その不足金額を計算します。 

 

 

１０．基金の審議機関・執行機関 

 代議員会（審議機関） 

基金に審議機関として代議員会を設けています。 

代議員は、会社経営陣から選定された方、加入員の互選により当選された方か

ら構成されています。 

基金の事業運営方針、資産運用方針や事業予算・決算、事業計画等について審

議します。 

 

 役員（執行機関） 

基金に、理事長（1人）、副理事長（1人）、理事（12人）、監事（2人）が就

任されています。 

理事の定数は 12人とし、会社経営陣から選定された方、加入員の互選により

当選された方から構成されています。 
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11.老齢年金のモデル年金例   

  - 標準給与月額 300,000円 – 

 

①加入員期間 10年で退職した場合、60歳から受けられる年金額 

 

◇10年加入し全期間付利率が下限（1％）の場合◇ 

   10年目の仮想個人勘定残高（持分付与総額＋１％の利息相当合計額） 

＝447,357円 

 

 ～10 年有期年金～ 

 

   年金額 447,357円÷9.495 注＝47,115円≒47,100円 

   10年間の年金額 47,100円×10年＝471,000円 

   付利率 1％ 47,100円×0.01×10 年＝4,710円 

   10 年間の受取総額 471,000円＋4,710円＝475,710 円 

 

  ～15 年有期年金～ 

 

年金額 447,357円÷13.900 注＝32,184円≒32,200円 

   15年間の年金額 32,200円×15年＝483,000円 

   付利率 1％ 32,200円×0.01×15年＝4,830円 

   15 年間の受取総額 483,000円＋4,830円＝487,830 円 

 

～20 年有期年金～ 

 

年金額 447,357円÷18.091 注＝24,728円≒24,700円 

   20年間の年金額 24,700円×20年＝494,000円 

   付利率 1％ 24,700円×0.01×20年＝4,940円 

   20 年間の受取総額 494,０00円＋4,940円＝498,940 円 
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◇10年加入し全期間付利率が 2％の場合◇ 

   10年目の仮想個人勘定残高（持分付与総額＋2％の利息相当合計額） 

＝472,839円 

 

 ～10 年有期年金～ 

 

   年金額 472,839円÷9.027 注＝52,381円≒52,400円 

   10年間の年金額 52,400円×10年＝524,000円 

   付利率 1％ 52,400円×0.02×10年＝10,480円 

   10 年間の受取総額 524,000円＋10,480円＝534,480 円 

 

 

  ～15 年有期年金～ 

 

年金額 472,839円÷12.913 注＝36,617円≒36,600円 

   15年間の年金額 36,600円×15年＝549,000円 

   付利率 1％ 36,600円×0.02×15年＝10,980円 

   15 年間の受取総額 549,000円＋10,980円＝559,980 円 

 

 

～20 年有期年金～ 

 

年金額 472,839円÷16.433 注＝28,774円≒28,800円 

   20年間の年金額 28,800円×20年＝576,000円 

   付利率 1％ 28,800円×0.02×20年＝11,520円 

   20 年間の受取総額 576,000円＋11,520円＝587,520 円 
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②加入員期間が 20年で退職した場合、60歳から受けられる年金額 

 

◇20年加入で全期間付利率が下限（1％）の場合◇ 

   20年目の仮想個人勘定残高（持分付与総額＋１％の利息相当合計額） 

＝941,518円 

 

～10 年有期年金～ 

 

   年金額 941,518円÷9.495 注＝99,159円≒99,200円 

   10年間の年金額 99,200円×10年＝992,000円 

   付利率 1％ 99,200円×0.01×10年＝9,920円 

   10 年間の受取総額 992,000円＋9,920円＝1,001,920 円 

 

 

  ～15 年有期年金～ 

 

年金額 941,518円÷13.900 注＝67,735円≒67,700円 

   15年間の年金額 67,700円×15年＝1,015,500円 

   付利率 1％ 67,700円×0.01×15年＝10,155円 

   15 年間の受取総額 1,015,500円＋10,155円＝1,025,655 円 

 

 

～20 年有期年金～ 

 

年金額 941,518円÷18.091 注＝52,043円≒52,000円 

   20年間の年金額 52,000円×20年＝1,040,000円 

   付利率 1％ 52,000円×0.01×20年＝10,400円 

   20 年間の受取総額 1,040,000円＋10,400円＝1,050,400 円 



10 

 

◇20年加入で全期間付利率が 2％の場合◇ 

   20年目の仮想個人勘定残高（持分付与総額＋2％の利息相当合計額） 

＝1,049,226円 

 

～10 年有期年金～ 

 

   年金額 1,049,226円÷9.027 注＝116,232円≒116,200円 

   10年間の年金額 116,200円×10年＝1,162,000円 

   付利率 2％ 116,200円×0.02×10年＝23,240円 

   10 年間の受取総額 1,162,000円＋23,240円＝1,185,240 円 

 

 

  ～15 年有期年金～ 

 

年金額 1,049,226円÷12.913 注＝81,253円≒81,300円 

   15年間の年金額 81,300円×15年＝1,219,500円 

   付利率 2％ 81,300円×0.02×15年＝24,390円 

   15 年間の受取総額 1,219,500円＋24,390円＝1,243,890 円 

 

 

～20 年有期年金～ 

 

年金額 1,049,226円÷16.433 注＝63,849円≒63,800円 

   20年間の年金額 63,800円×20年＝1,276,000円 

   付利率 2％ 63,800円×0.02×20年＝25,520円 

   20 年間の受取総額 1,276,000円＋25,520円＝1,301,520 円 

 

 

 



11 

 

③加入員期間が 30年で退職した場合、60歳から受けられる年金額 

◇30年加入で全期間付利率が下限（1％）の場合◇ 

    30年目の仮想個人勘定残高（持分付与総額＋１％の利息相当合計額） 

＝1,487,379円 

 

  ～10 年有期年金～ 

 

   年金額 1,487,379円÷9.495 注＝156,649円≒156,600円 

   10年間の年金額 156,600円×10年＝1,566,000円 

   付利率 1％ 156,600円×0.01×10 年＝15,660円 

   10 年間の受取総額 1,566,000円＋15,660円＝1,581,660 円 

 

 

  ～15 年有期年金～ 

 

年金額 1,487,379円÷13.900 注＝107,006円≒107,000円 

   15年間の年金額 107,000円×15年＝1,605,000円 

   付利率 1％ 107,000円×0.01×15年＝16,050円 

   15 年間の受取総額 1,605,000円＋16,050円＝1,621,050 円 

 

 

～20 年有期年金～ 

 

年金額 1,487,379円÷18.091 注＝82,217円≒82,200円 

   20年間の年金額 82,200円×20年＝1,644,000円 

   付利率 1％ 82,200円×0.01×20年＝16,440円 

   20 年間の受取総額 1,644,000円＋16,440円＝1,660,440 円 
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◇30年加入で全期間付利率が２％の場合◇ 

  30年目の仮想個人勘定残高（持分付与総額＋2％の利息相当合計額） 

＝1,751,839円 

 

  ～10 年有期年金～ 

 

   年金額 1,751,839円÷9.027 注＝194,067円≒194,100円 

   10年間の年金額 194,100円×10年＝1,941,000円 

   付利率 2％ 194,100円×0.02×10年＝38,820円 

   10 年間の受取総額 1,941,000円＋38,820円＝1,979,820 円 

 

  ～15 年有期年金～ 

 

年金額 1,751,839円÷12.913 注＝135,665円≒135,700円 

   15年間の年金額 135,700円×15年＝2,035,500円 

   付利率 2％ 135,700円×0.02×15年＝40,710円 

   15 年間の受取総額 2,035,500円＋40,710円＝2,076,210 円 

 

 

～20 年有期年金～ 

 

年金額 1,751,839円÷16.433 注＝106,605円≒106,600円 

   20年間の年金額 106,600円×20年＝2,132,000円 

   付利率 2％ 106,600円×0.02×20年＝42,640円 

   20 年間の受取総額 2,132,000円＋42,640円＝2,174,640 円 

 

注：年金現価率



13 

 加入事業所一覧 

名   称 所 在 地 

(株) アルパインガイドノマド 北海道札幌市中央区 

(株) ＪＴＢコミュニケーションズ＆サポート北海道 北海道札幌市中央区 

太陽旅行(株)  北海道札幌市中央区 

(株) ノマド 北海道札幌市中央区 

北海道ツアーズ (株)  北海道札幌市中央区 

(株) カワトクトラベル 岩手県盛岡市 

(株) 気仙沼旅行センター 宮城県気仙沼市 

山新観光 (株)  山形県山形市 

山形中央観光 (株)  山形県天童市 

(株) 旅人 茨城県水戸市 

(株) 日本トラベルサービス 千葉県銚子市 

(株) フランストラベルセンター 東京都千代田区 

(株) カクタス航空 東京都千代田区 

グローバルサービス (株)  東京都千代田区 

(株) ジャパングレーライン 東京都千代田区 

観光産業企業年金基金 東京都千代田区 

(一社) 国際交流サービス協会 東京都千代田区 

(株) ジャタ 東京都千代田区 

（一社） 日本旅行業協会 東京都千代田区 

旅行業公正取引協議会 東京都千代田区 

(株) ユーラシア旅行社 東京都千代田区 

(株) ユニオントラベル 東京都千代田区 

(株) ワールド航空サービス 東京都千代田区 

(株) 毎日コムネット 東京都千代田区 

(株) ＩＣＳコンベンションデザイン 東京都千代田区 

(株) 西遊旅行 東京都千代田区 

(株) 東京マスターズ 東京都千代田区 

(株) ＪＢＳアビエーションマーケティング 東京都千代田区 

(株) アサヒトラベルインターナショナル 東京都千代田区 

(株) パシフィックミクロネシアツアーズ 東京都千代田区 

(株) ルネッサンス 東京都千代田区 

紀鉄航空サービス (株)  東京都千代田区 

(株) ＪＴＢグローバルアシスタンス 東京都千代田区 

ガルーダ・オリエントホリデーズ・ジャパン (株)  東京都千代田区 

香港中旅日本中国旅行社 (株)  東京都中央区 

(株) 日本橋トラベラーズクラブ 東京都中央区 

(株) エリアトラベル 東京都中央区 

(株) グロリアツアーズ 東京都中央区 

(株) アドバンストラベル 東京都中央区 

近藤商事 (株)  東京都中央区 

観光産業健康保険組合 東京都中央区 

日本エアービジョン (株)  東京都中央区 

ＪＢＳホールディングス (株)  東京都中央区 

(株) アイ・ティ・エス 東京都中央区 
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名   称 所 在 地 

(株) セイコートラベルサービス 東京都中央区 

(株) トラベルプラン 東京都中央区 

タートル旅行サービス (株)  東京都中央区 

東日観光 (株)  東京都中央区 

(株) パシフィックリゾート 東京都中央区 

(株) タビックスジャパン 東京都中央区 

(株) サイクル 東京都中央区 

(株) アティックツアーズ 東京都港区 

アルパイン・ツアー・サービス (株)  東京都港区 

(株) エーアイジャパン 東京都港区 

(株) エアーインターナショナルサービス 東京都港区 

(株) 海外移住旅行社 東京都港区 

(株) クラブメッド 東京都港区 

グローバルカルチャーイベント (株)  東京都港区 

(株) グローバルユースビューロー 東京都港区 

(株) シーティーシー 東京都港区 

(株) ジェイティシィ 東京都港区 

(一社) 全国旅行業協会 東京都港区 

(株) ジエブ 東京都港区 

(株) 東京エキスプレスインターナショナル 東京都港区 

日米観光 (株)  東京都港区 

日洋航空 (株)  東京都港区 

(株) パノラマインターナショナル 東京都港区 

ヒマラヤ観光開発 (株)  東京都港区 

(株) ブラジル旅行社 東京都港区 

(株) プロコ・エアーサービス 東京都港区 

(株) ユーラスツアーズ 東京都港区 

(株) リバティ・インターナショナル 東京都港区 

(株) エムズインターナショナル 東京都港区 

日本エアーサービス (株)  東京都港区 

ティ・アイ・トラベル (株)  東京都港区 

トラベルプラザヨーロッパビーブイ 東京都品川区 

(株) アトラストレック 東京都新宿区 

(株) ＤｅＮＡトラベル 東京都新宿区 

おしどり興業 (株)  東京都新宿区 

(株) 国際交流センター 東京都新宿区 

(株) 国際コミュニケーションセンター 東京都新宿区 

(株) 大成ツーリスト 東京都新宿区 

(株) パラダイスツアーズ 東京都新宿区 

(株) 富士国際旅行社 東京都新宿区 

(株) ワールドツーリストサービス 東京都新宿区 

ワールドトラベルシステム (株)  東京都新宿区 

(株) エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス 東京都台東区 

(株) 第一屋 東京都台東区 

(一財) 東京都ユース・ホステル協会 東京都台東区 
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名   称 所 在 地 

協和海外旅行(株)  東京都文京区 

(株) ネットワークインターナショナル 東京都文京区 

(株) エイシンクリエイト 東京都江東区 

(株) トラベルプラザインターナショナル 東京都江東区 

(株) トミースカイサービス 東京都江戸川区 

(株) ジャパンネットワークツアー 東京都江戸川区 

アルプス・トラベル・サービス (株)  東京都大田区 

キヤノンツアーズ (株)  東京都大田区 

(株) 日本特殊旅行 東京都中野区 

(株) ウイングメイト 東京都中野区 

(株) アコードインターナショナル 東京都渋谷区 

大東観光 (株)  東京都渋谷区 

(株) てるみくらぶホールディングス 東京都渋谷区 

(株) ラティーノ 東京都渋谷区 

(株) エス・ダブル・プランニング 東京都世田谷区 

(株) エスティーエートラベル 東京都豊島区 

(株) ＪＴＢガイアレック 東京都豊島区 

(株) 新日本ツーリスト 東京都豊島区 

(株) セブンツーリスト 東京都豊島区 

風土サービス (株)  東京都荒川区 

太平観光 (株)  東京都練馬区 

(株) オデッセイ 東京都武蔵野市 

東芝ツーリスト (株)  神奈川県川崎市川崎区 

インペリアル (株)  神奈川県横須賀市 

共立観光 (株)  新潟県十日町市 

(株) トラベル２１ 新潟県新発田市 

(株) ワールド・トラベル・サービス 富山県富山市 

(株) 北日本レクレーションクラブ 石川県白山市 

(株) 太陽ツーリスト 福井県福井市 

(株) 福井観光トラベルサービス 福井県福井市 

北陸旅行 (株)  福井県福井市 

アルピコ長野トラベル (株)  長野県長野市 

太陽旅行 (株)  長野県長野市 

柿木観光バス (株)  長野県諏訪市 

日本国際交通 (株)  長野県諏訪市 

(有) 旅ステーション 岐阜県各務原市 

(株) アルファトラベルジャパン 奈良県天理市 

(株) コトブキ観光 静岡県静岡市 

太陽観光 (株)  静岡県浜松市中区 

(株) ハマカントラベル 静岡県浜松市中区 

(株) バーントラベル 静岡県磐田市 

(株) ジェイティービーサポート中部 愛知県名古屋市西区 

(株) トラベルプラザインターナショナル中部 愛知県名古屋市西区 

ユートラベル (株)  愛知県名古屋市中村区 

(株) 日新旅行 愛知県東海市 
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名   称 所 在 地 

(有) 江南観光社 愛知県江南市 

ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＶＥＬ (株)  大阪府大阪市北区 

毎日新聞大阪開発 (株)  大阪府大阪市北区 

(株) ユアーズインターナショナル 大阪府大阪市北区 

(株) ティーピーアイ西日本 大阪府大阪市中央区 

(株) フレンドトラベル 大阪府大阪市北区 

(株) 歓喜旅行サービス 大阪府大阪市住吉区 

(株) 大阪華聯旅行社 大阪府大阪市西区 

(株) トラベルトピア 大阪府大阪市西区 

(株) ティ．エイチ企画 大阪府大阪市中央区 

(株) 平和観光 大阪府大阪市城東区 

(株) トラベルフューチャー 大阪府堺市 

(株) サンフレンズ 大阪府東大阪市 

(株) 日高観光 和歌山県御坊市 

(株) 国際ツーリストビューロー 兵庫県神戸市中央区 

(株) ハローツーリスト 鳥取県米子市 

(株) アイウォーク 島根県松江市 

ニューワールドツーリスト中国観光 (株)  広島県広島市南区 

中国ターミナルサービス (株)  広島県広島市中区 

広電エアサポート (株)  広島県広島市中区 

ひろでん中国新聞旅行 (株)  広島県広島市中区 

(株) ユアーズエージェント 広島県府中市 

新広島トラベル (株)  広島県呉市 

(株) 日本交通社 愛媛県松山市 

(株) 西日本新聞旅行 福岡県福岡市中央区 

(株) 西日本日中旅行社 福岡県福岡市博多区 

(株) スタートラベル 熊本県阿蘇市 

(株) 日専連ツアーズ 熊本県熊本市中央区 

(株) サポート 宮崎県宮崎市 

(株) エアー沖縄 沖縄県那覇市 

沖縄ツーリスト (株)  沖縄県那覇市 

(株) 国際旅行社 沖縄県那覇市 

(株) 中央ツーリスト 沖縄県那覇市 

(株) 富士ツーリスト 沖縄県那覇市 

(株) リウボウ旅行サービス 沖縄県那覇市 

(株) ワールドツーリスト 沖縄県沖縄市 

(株) グランツーリスト 東京都国分寺市 

(株) ジェットブラス 東京都品川区 

(株) ハートフルツアーズ 東京都足立区 

(株) ビーエスシー・インターナショナル 滋賀県大津市 

(有) HICトラベル 北海道札幌市中央区 

(株) 業務渡航センター 京都府京都市中京区 

(株) ニチレク 大阪府大阪市中央区 
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 年金現価率 

残余保証 

期間 

指標利率 

１．０％ １．１％ １．２％ １．３％ １．４％ 

 ２０年 １８．０９１ １７．９１４ １７．７４０ １７．５６９ １７．４００ 

１９ １７．２６９ １７．１０８ １６．９５０ １６．７９４ １６．６４０ 

１８ １６．４３９ １６．２９４ １６．１５１ １６．００９ １５．８６９ 

１７ １５．６０１ １５．４７０ １５．３４１ １５．２１４ １５．０８８ 

１６ １４．７５５ １４．６３８ １４．５２２ １４．４０８ １４．２９６ 

１５ １３．９００ １３．７９６ １３．６９４ １３．５９２ １３．４９２ 

１４ １３．０３６ １２．９４５ １２．８５５ １２．７６６ １２．６７８ 

１３ １２．１６４ １２．０８５ １２．００６ １１．９２９ １１．８５２ 

１２ １１．２８３ １１．２１５ １１．１４７ １１．０８０ １１．０１４ 

１１ １０．３９３ １０．３３６ １０．２７８ １０．２２１ １０．１６５ 

１０  ９．４９５  ９．４４７  ９．３９９  ９．３５１  ９．３０４ 

 ９  ８．５８７  ８．５４８  ８．５０８  ８．４６９  ８．４３０ 

 ８  ７．６７１  ７．６３９  ７．６０７  ７．５７６  ７．５４５ 

 ７  ６．７４５  ６．７２０  ６．６９６  ６．６７１  ６．６４７ 

 ６  ５．８１０  ５．７９１  ５．７７３  ５．７５５  ５．７３７ 

 ５  ４．８６６  ４．８５２  ４．８３９  ４．８２６  ４．８１３ 

 ４  ３．９１２  ３．９０３  ３．８９４  ３．８８６  ３．８７７ 

 ３  ２．９４８  ２．９４３  ２．９３８  ２．９３３  ２．９２８ 

 ２  １．９７５  １．９７３  １．９７０  １．９６８  １．９６６ 

 １  ０．９９３  ０．９９２  ０．９９１  ０．９９０  ０．９９０ 

 ０  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００ 
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残余保証 

期間 

指標利率 

１．５％ １．６％ １．７％ １．８％ １．９％ 

２０年 １７．２３３ １７．０６８ １６．９０６ １６．７４６ １６．５８８ 

１９ １６．４８８ １６．３３７ １６．１８９ １６．０４３ １５．８９９ 

１８ １５．７３１ １５．５９５ １５．４６０ １５．３２７ １５．１９６ 

１７ １４．９６３ １４．８４０ １４．７１９ １４．５９９ １４．４８０ 

１６ １４．１８４ １４．０７４ １３．９６５ １３．８５７ １３．７５１ 

１５ １３．３９３ １３．２９５ １３．１９８ １３．１０２ １３．００７ 

１４ １２．５９０ １２．５０４ １２．４１８ １２．３３３ １２．２５０ 

１３ １１．７７５ １１．７００ １１．６２５ １１．５５１ １１．４７８ 

１２ １０．９４８ １０．８８３ １０．８１８ １０．７５４ １０．６９１ 

１１ １０．１０９ １０．０５３ ９．９９８ ９．９４３ ９．８８９ 

１０ ９．２５７ ９．２１０ ９．１６４ ９．１１８ ９．０７２ 

９ ８．３９２ ８．３５３ ８．３１５ ８．２７８ ８．２４０ 

８ ７．５１４ ７．４８３ ７．４５３ ７．４２２ ７．３９２ 

７ ６．６２３ ６．５９９ ６．５７５ ６．５５１ ６．５２８ 

６ ５．７１８ ５．７００ ５．６８３ ５．６６５ ５．６４７ 

５ ４．８０１ ４．７８８ ４．７７５ ４．７６２ ４．７５０ 

４ ３．８６９ ３．８６０ ３．８５２ ３．８４３ ３．８３５ 

３ ２．９２３ ２．９１８ ２．９１３ ２．９０８ ２．９０３ 

２ １．９６３ １．９６１ １．９５８ １．９５６ １．９５４ 

１ ０．９８９ ０．９８８ ０．９８７ ０．９８７ ０．９８６ 

０ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００ 

  



19 

 

残余保証 

期間 

指標利率 

２．０％ ２．１％ ２．２％ ２．３％ ２．４％ 

 ２０年 １６．４３３ １６．２７９ １６．１２８ １５．９７９ １５．８３１ 

１９ １５．７５６ １５．６１６ １５．４７７ １５．３４０ １５．２０５ 

１８ １５．０６７ １４．９３９ １４．８１２ １４．６８８ １４．５６４ 

１７ １４．３６３ １４．２４７ １４．１３３ １４．０２０ １３．９０８ 

１６ １３．６４５ １３．５４１ １３．４３８ １３．３３６ １３．２３６ 

１５ １２．９１３ １２．８２０ １２．７２８ １２．６３７ １２．５４７ 

１４ １２．１６６ １２．０８４ １２．００３ １１．９２２ １１．８４３ 

１３ １１．４０５ １１．３３３ １１．２６１ １１．１９１ １１．１２１ 

１２ １０．６２８ １０．５６６ １０．５０４ １０．４４２ １０．３８２ 

１１  ９．８３６  ９．７８２  ９．７２９  ９．６７７  ９．６２５ 

１０  ９．０２７  ８．９８２  ８．９３８  ８．８９４  ８．８５０ 

 ９  ８．２０３  ８．１６６  ８．１２９  ８．０９３  ８．０５６ 

 ８  ７．３６２  ７．３３２  ７．３０２  ７．２７３  ７．２４４ 

 ７  ６．５０４  ６．４８１  ６．４５８  ６．４３５  ６．４１２ 

 ６  ５．６２９  ５．６１２  ５．５９４  ５．５７７  ５．５６０ 

 ５  ４．７３７  ４．７２４  ４．７１２  ４．６９９  ４．６８７ 

 ４  ３．８２７  ３．８１８  ３．８１０  ３．８０２  ３．７９４ 

 ３  ２．８９８  ２．８９３  ２．８８８  ２．８８４  ２．８７９ 

 ２  １．９５１  １．９４９  １．９４６  １．９４４  １．９４２ 

 １  ０．９８５  ０．９８５  ０．９８４  ０．９８３  ０．９８２ 

 ０  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００ 

  



20 

 

残余保証 

期間 

指標利率 

２．５％ ２．６％ ２．７％ ２．８％ ２．９％ 

 ２０年 １５．６８６ １５．５４３ １５．４０１ １５．２６２ １５．１２４ 

１９ １５．０７２ １４．９４０ １４．８１０ １４．６８２ １４．５５５ 

１８ １４．４４３ １４．３２２ １４．２０４ １４．０８６ １３．９７０ 

１７ １３．７９７ １３．６８８ １３．５８０ １３．４７４ １３．３６８ 

１６ １３．１３６ １３．０３８ １２．９４０ １２．８４４ １２．７４９ 

１５ １２．４５８ １２．３７０ １２．２８３ １２．１９７ １２．１１１ 

１４ １１．７６４ １１．６８５ １１．６０８ １１．５３１ １１．４５５ 

１３ １１．０５１ １０．９８３ １０．９１５ １０．８４７ １０．７８０ 

１２ １０．３２１ １０．２６２ １０．２０３ １０．１４４ １０．０８６ 

１１  ９．５７３  ９．５２２  ９．４７１  ９．４２１  ９．３７１ 

１０  ８．８０６  ８．７６３  ８．７２０  ８．６７８  ８．６３６ 

９  ８．０２０  ７．９８５  ７．９４９  ７．９１４  ７．８７９ 

８  ７．２１５  ７．１８６  ７．１５７  ７．１２９  ７．１００ 

７  ６．３８９  ６．３６６  ６．３４４  ６．３２１  ６．２９９ 

６  ５．５４２  ５．５２５  ５．５０８  ５．４９１  ５．４７４ 

５  ４．６７５  ４．６６２  ４．６５０  ４．６３８  ４．６２６ 

４  ３．７８５  ３．７７７  ３．７６９  ３．７６１  ３．７５３ 

３  ２．８７４  ２．８６９  ２．８６４  ２．８５９  ２．８５４ 

２  １．９３９  １．９３７  １．９３５  １．９３２  １．９３０ 

１  ０．９８２  ０．９８１  ０．９８０  ０．９８０  ０．９７９ 

０  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００ 

  



21 

 

残余保証 

期間 

指標利率 

３．０％ ３．１％ ３．２％ ３．３％ ３．４％ 

 ２０年 １４．９８８ １４．８５４ １４．７２２ １４．５９２ １４．４６３ 

１９ １４．４３０ １４．３０７ １４．１８５ １４．０６５ １３．９４６ 

１８ １３．８５６ １３．７４３ １３．６３１ １３．５２１ １３．４１２ 

１７ １３．２６４ １３．１６１ １３．０５９ １２．９５９ １２．８５９ 

１６ １２．６５５ １２．５６１ １２．４６９ １２．３７８ １２．２８８ 

１５ １２．０２７ １１．９４３ １１．８６０ １１．７７９ １１．６９８ 

１４ １１．３８０ １１．３０６ １１．２３２ １１．１５９ １１．０８７ 

１３ １０．７１４ １０．６４９ １０．５８４ １０．５１９ １０．４５５ 

１２ １０．０２８  ９．９７１  ９．９１４  ９．８５８  ９．８０２ 

１１  ９．３２２  ９．２７２  ９．２２４  ９．１７５  ９．１２７ 

１０  ８．５９４  ８．５５２  ８．５１１  ８．４７０  ８．４２９ 

９  ７．８４４  ７．８１０  ７．７７５  ７．７４１  ７．７０７ 

８  ７．０７２  ７．０４４  ７．０１６  ６．９８８  ６．９６１ 

７  ６．２７７  ６．２５５  ６．２３３  ６．２１１  ６．１８９ 

６  ５．４５８  ５．４４１  ５．４２４  ５．４０８  ５．３９１ 

５  ４．６１４  ４．６０２  ４．５９０  ４．５７８  ４．５６６ 

４  ３．７４５  ３．７３７  ３．７２９  ３．７２１  ３．７１３ 

３  ２．８５０  ２．８４５  ２．８４０  ２．８３５  ２．８３１ 

２  １．９２８  １．９２５  １．９２３  １．９２１  １．９１８ 

１  ０．９７８  ０．９７７  ０．９７７  ０．９７６  ０．９７５ 

０  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００ 
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残余 

保証 

期間 

指標利率 

３．５％ ３．６％ ３．７％ ３．８％ ３．９％ ４．０％ 

２０年 １４．３３６ １４．２１０ １４．０８７ １３．９６４ １３．８４４ １３．７２５ 

１９  １３．８２９ １３．７１３ １３．５９９ １３．４８６ １３．３７４ １３．２６４ 

１８  １３．３０４ １３．１９８ １３．０９３ １２．９８９ １２．８８６ １２．７８５ 

１７  １２．７６１ １２．６６４ １２．５６８ １２．４７３ １２．３７９ １２．２８６ 

１６  １２．１９９ １２．１１１ １２．０２４ １１．９３７ １１．８５２ １１．７６８ 

１５  １１．６１７ １１．５３８ １１．４５９ １１．３８２ １１．３０５ １１．２２８ 

１４  １１．０１５ １０．９４４ １０．８７４ １０．８０５ １０．７３６ １０．６６８ 

１３  １０．３９２ １０．３２９ １０．２６７ １０．２０６ １０．１４５ １０．０８５ 

１２   ９．７４７  ９．６９２  ９．６３８  ９．５８４  ９．５３１  ９．４７８ 

１１   ９．０８０  ９．０３２  ８．９８６  ８．９３９  ８．８９３  ８．８４７ 

１０   ８．３８９  ８．３４９  ８．３０９  ８．２６９  ８．２３０  ８．１９１ 

 ９   ７．６７４  ７．６４０  ７．６０７  ７．５７４  ７．５４１  ７．５０９ 

 ８   ６．９３４  ６．９０６  ６．８７９  ６．８５３  ６．８２６  ６．７９９ 

 ７   ６．１６８  ６．１４６  ６．１２５  ６．１０４  ６．０８２  ６．０６１ 

 ６   ５．３７５  ５．３５８  ５．３４２  ５．３２６  ５．３１０  ５．２９４ 

 ５   ４．５５４  ４．５４２  ４．５３１  ４．５１９  ４．５０７  ４．４９６ 

 ４   ３．７０５  ３．６９７  ３．６８９  ３．６８１  ３．６７４  ３．６６６ 

 ３   ２．８２６  ２．８２１  ２．８１７  ２．８１２  ２．８０７  ２．８０３ 

 ２   １．９１６  １．９１４  １．９１２  １．９０９  １．９０７  １．９０５ 

 １   ０．９７５  ０．９７４  ０．９７３  ０．９７２  ０．９７２  ０．９７１ 

 ０   ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００  ０．０００ 

（注）残余保証期間に１年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 

Ａ年Ｂ月の率＝Ａ年の率＋｛（Ａ＋１）年の率－Ａ年の率｝×Ｂ÷１２ 

（小数点第３位未満四捨五入） 



 

 

 

 

 

 

 

 

～お問い合わせ先～ 

観光産業企業年金基金 

http://www.kankosangyo-nenkin.org/ 

 〒102-0081東京都千代田区四番町 5-3サイエンスプラザ１階 

 TEL 03-6380-8659 FAX 03-5275-8145 

 〈最寄り駅〉  

ＪＲ            市ヶ谷駅  徒歩 10 分  

都営線・東京メトロ     市ヶ谷駅 4 番出口より  徒歩 10 分   

東京メトロ         麹町駅 6 番出口より   徒歩 5 分   

 

 

 

 

 

 

 

 


